
野生鳥獣の管理と共生に向けた
基 本 方 針 について
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新潟県鳥獣被害対策支援センター

野生鳥獣の管理と共生に向けた基本方針の位置づけ
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国 環境大臣が策定する
基本指針

鳥獣保護管理法鳥獣被害防止特措法

農林水産大臣が策定する

基本指針

整合性

県による
モニタリング
調査の実施

県鳥獣保護管理事業計画

県鳥獣保護管理事業計画に

適合したもの

【特定計画】

県ツキノワグマ管理計画（第三期）

県ニホンザル管理計画（第三期）

県イノシシ管理計画（第三期）

県ニホンジカ管理計画（第二期）

県カワウ管理計画（第一期）

県

新潟県特定野生鳥獣の管理及び有効活用の推進に関する条例

野生鳥獣の管理と共生に向けた基本方針

基本方針を踏まえ作成

情報の
収集・評価

市
町
村

【市町村被害防止計画】
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●●市被害
防止計画 【■■市】

■■市被害
防止計画【▲▲町】

▲▲町被害
防止計画

【市町村管理実施計画】

【●●市】
●●市管理実施計画

【■■市】
■■市管理実施計画

【▲▲町】
▲▲町管理実施計画

県特定計画に適合したもの

整合性

実施状況報告

基本指針に則して作成
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基本指針に則して作成

整合性



２ 基本方針策定の趣旨
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野生鳥獣による人
身被害及び農作物
被害が深刻化

関係者・団体が一体
となり、人と野生鳥
獣が真に共生できる
地域づくりが必要

現状認識及び取組
の方向性を関係者
や県民と共有でき
る基本方針を策定

現 状 課 題

里山近くの人工林等

の藪化・過密化の進

行により、野生鳥獣

が住宅地等へ容易

に接近

・出没経路の藪の刈り払いや放任果樹の除去等が不十分

で、野生鳥獣の生息域が広がっている。

・広葉樹の育成等による多様な森林整備に取り組んでいる

が、野生鳥獣と真に共生できるレベルに到達していない。

農林水産物被害や人

身被害（ｸﾏ・ｲﾉｼｼ）が

深刻化

・対策に係る技術と知識が不十分であることや、高齢化、担

い手不足により、効果的な対策が実施できていない。

・出没時に迅速かつ的確に捕獲等に対応できる体制が十分

でない。

１ 野生鳥獣を取り巻く現状と課題
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４ 検討状況
時 期 検 討 内 容

令和３年７月
第１回検討委員会

・基本方針の骨子（素案）、策定スケジュール 等

令和３年12月～
令和４年１月

・市町村、関係団体等から意見を聴取

令和４年１月
第２回検討委員会

・野生鳥獣と人間の活動域を考慮したゾーンの考え方 等

令和４年３月～
令和４年４月

パブリックコメント

令和４年５月
第３回検討委員会

・パブリックコメントの状況と基本方針（案）の検討 等

３ 検討委員会の設置
検討委員の構成

・野生鳥獣研究者
・野生鳥獣捕獲者
・野生鳥獣保護者
・国有林管理者
・中山間地域対策研究者
・自治体被害対策実務者
・農林水産業関係団体

関係者や県民と現状認識
や取組の方向性を共有で
きる基本方針の策定に向
け検討
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５ 本県が目指す姿

― 基本戦略 ―

関係者一体となった取組
様々な関係者が自らの
役割を理解し、一体と
なって共生に向けた取
組を実施する

３つの対策
侵入防止対策、個体数・
個体群管理、生息環境管
理の３つを各ゾーンにお
いて総合的に推進する

ゾーンの区分
野生鳥獣と人間の棲み
分けを図るため、ゾー
ン別に対策を推進する

人と野生鳥獣の棲み分けを図り、時には野生鳥獣という自然の恵みを享受し
ながら、県、市町村、専門家、農林漁業団体、野生鳥獣関係団体そして県民な
どが一体となって、人と野生鳥獣との共生を目指す

― 基本理念 ―
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対策 取組方向

侵入防止

対策

・専門家からの指導・助言により効果的な

侵入防止柵等の設置を進める。

・地域や集落ぐるみで、適切に侵入防止柵

等を維持管理できる体制づくりを進める。

個体数

・群管理

・野生鳥獣の行動等を把握するため、データ

を収集・分析する。

・ＩＣＴ等を活用した罠の利用など、捕獲技術の

高度化を図る。

生息環境

管理

・藪刈り払いなど、野生鳥獣を人の生活圏に

寄せつけない対策を進める。

・人工林の間伐等による多様で健全な森林整

備を進める。

(2) ３つの対策の取組方向
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関係機関・団体 役割

県
・各種計画・方針の策定
・実施状況の評価等を通じた計画の見直し・実施体制の改善

市町村
・被害状況や住民意識の把握に努め、地域住民と一体となっ

て被害防止対策を推進

研究・教育機関

・効果的な捕獲技術や住民主体の継続的な被害防止対策等
の研究

・野生鳥獣の生態や遭遇時の対処法など被害防止対策の普
及啓発

農林漁業団体 ・被害防止対策の推進

警察・消防 ・地域住民の安全確保

野生鳥獣関係団体 ・捕獲技能者として捕獲対策や基礎調査等に協力

農林漁業者・集落 ・行政、関係団体等と協力し、地域ぐるみの対策を推進

県民 ・野生鳥獣に対する理解を深め、共生に向けて協力

(3) 関係者一体となった取組
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